
上田市看護師確保修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。 

  令和５年３月３０日 

上田市長  土 屋 陽 一 

規則第２２号 

   上田市看護師確保修学資金貸与条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、上田市看護師確保修学資金貸与条例（令和５年条例第６号。以下

「条例」という。）第１６条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（指定医療機関） 

第２条 条例第１条に規定する市長が指定する医療機関は、次の各号のいずれかに該当す

る医療機関とする。 

⑴ 市内に所在する医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条の規定により許可を受 

けた病院 

⑵ 依田窪医療福祉事務組合国民健康保険依田窪病院 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める医療機関 

（貸与の方法） 

第３条 修学資金は、条例第４条に規定する貸与額を均等に２分し、それぞれ当該年度の 

上半期及び下半期に貸与するものとする。 

（貸与の申請） 

第４条 条例第５条に規定する修学資金の貸与の申請をしようとする者は、次の表の左欄 

に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる提出書類により、市長に申請しなけ

ればならない。 

申請者の区分 提出書類 

新たに貸与の申請を行う者 ⑴ 修学資金新規貸与申請書（様式第１号） 

⑵ 看護系大学の在学証明書又は合格通知書の写し 

⑶ 看護系大学における学業成績を証明する書類

（修学年数が１年に満たない者にあっては、卒業

した高等学校における学業成績を証明する書類） 

⑷ 個人情報の取り扱いに関する同意書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

前年度から継続して貸与の申

請を行う者 

⑴ 修学資金継続貸与申請書（様式第２号） 

⑵ 看護系大学における学業成績を証明する書類 

（連帯保証人） 



第５条 条例第５条に規定する連帯保証人は、独立して生計を営む成年者で、かつ、修学 

資金の返還の責を負うことができる程度の資力を有する者でなければならない。 

２ 連帯保証人のうち１人は、市内に居住する者でなければならない。 

３ 条例第７条に規定する契約を締結するときは、連帯保証人は、契約書に署名捺印する 

とともに、市長に印鑑登録証明書を提出しなければならない。 

４ 連帯保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったときは、遅滞なく新たな連帯 

 保証人を立てなければならない。 

（選考の方法） 

第６条 条例第６条に規定する修学資金の貸与を受ける者の選考は、第４条の規定により 

提出された書類の審査のほか、面接等による審査を行うものとする。 

（借用証書の提出） 

第７条 修学資金の貸与を受けた者は、貸与期間が終了したとき又は条例第９条の規定に 

より貸与の決定を取り消されたときは、貸与を受けた修学資金の全額について、連帯保 

証人が署名捺印した借用証書（様式第３号）及び印鑑登録証明書を市長に提出しなけれ 

ばならない。 

（返還猶予の事由等） 

第８条 条例第１１条第２号に規定する特別な事情は、次の表の左欄に掲げるものとし、 

それぞれ同表右欄に定める期間について認めることとする。 

特別な事情 
特別な事情があるものとして 

認める期間 

指定医療機関において、育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号）に規定する育児休業又

は介護休業をしているとき。 

当該休業期間 

妊娠、出産、育児又は介護を理由として指定医療

機関を退職し、指定医療機関に再就職の意思があ

るとき。 

当該事情が継続する期間（退

職した日の翌日から起算して

３年を限度とする。） 

上記の理由のほか、指定医療機関を退職し、指定

医療機関に再就職の意思があり、求職活動を行な

っているとき。 

当該事情が継続する期間（退

職した日の翌日から起算して

１年を限度とする。） 

大学院又は専攻科（看護に関する専門知識を修得

するための課程に限る。）に進学しているとき。 

当該修学期間（２年を限度と

する。） 

看護系大学を卒業後に看護師の免許を取得しよう

とするとき 

当該事情が継続する期間（大

学を卒業した日の翌日から起

算して１年を限度とする。） 

災害、疾病その他やむを得ない事情があるとき。 当該事情が継続する期間（当



該事情が発生した日の翌日か

ら起算して２年を限度とす

る。） 

２ 条例第１１条第２号に該当するものとして、修学資金の返還の猶予を受けようとする 

者は、返還猶予申請書（様式第４号）に猶予を受けようとする事由を証する書類を添え 

て市長に申請しなければならない。 

（返還債務免除の決定） 

第９条 市長は、条例第１３条の規定により修学資金の返還債務の免除を決定したとき

は、当該返還債務を免除された者に通知するものとする。 

２ 条例第１４条の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、返還債 

務免除申請書（様式第５号）に免除を受けようとする事由を証する書類を添えて市長に 

申請しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、免除の可否及び免除する額 

を決定し、申請をした者に通知するものとする。 

（届出） 

第１０条 修学資金の貸与を受けた者又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当する 

ときは、遅滞なく変更事項等届出書（様式第６号）にその事実を証する書類を添えて、 

市長に届け出なければならない。 

⑴ 住所又は氏名に変更があったとき。 

⑵ 条例第８条に規定する修学資金の貸与の休止に該当するとき又は当該休止された事 

由が消滅したとき。 

⑶ 条例第９条に規定する修学資金の貸与の決定の取消し事由に該当することとなった 

とき。 

⑷ 条例第１１条に規定する修学資金の返還の猶予に係る事由が消滅したとき。 

⑸ 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人 

として適当でない事由が生じたとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与に関し重要な事項に異動があったと

き。 

（補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定め 

る。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

修学資金新規貸与申請書 

 年  月  日 

上田市長 様 

 

上田市看護師確保修学資金の貸与を受けたいので、上田市看護師確保修学資金貸与条例 

第５条の規定により、以下のとおり申請します。 

 

申 

請 

者 

ふりがな 

氏 名 

 

 

生年 

月日 
    年  月  日 

住 所 
〒 

 

電話番号  

メール 

アドレス 
 

大 学 
      大学      学部      学科 

  年

生 

入 学     年  月 卒業予定     年  月 

貸与希望 

期間 
    年  月から    年  月まで（   年間） 

扶養者氏名  扶養者住所  

 

連
帯
保
証
人
① 

ふりがな 

氏 名 

 

 

生年 

月日 
  年  月  日 

住 所 
〒 

 

電話番号  本人との関係  

職 業  年 収 円 
 

連
帯
保
証
人
② 

ふりがな 

氏 名 

 

 

生年 

月日 
    年  月  日 

住 所 
〒 

 

電話番号  本人との関係  

職 業  年 収 円 

 

添付書類 看護系大学の在学証明書又は合格通知書の写し 

 看護系大学（大学１年生の場合は高等学校）における成績証明書 

    個人情報の取扱いに関する同意書（申請者・連帯保証人） 

       その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第４条関係） 

 

修学資金継続貸与申請書 

年  月  日   

上田市長 様 

 

（申請者氏名） 

 

上田市看護師確保修学資金の貸与を受けたいので、上田市看護師確保修学資金貸与条例 

第５条の規定により、以下のとおり申請します。 

 

申 

請 

者 

ふりがな 

氏 名 

 

 

生年 

月日 
    年  月  日 

住 所 
〒 

 

大 学 
      大学      学部      学科   年生 

入 学     年  月 卒業予定     年  月 

申請期間  

 

添付書類  看護系大学における成績証明書 



様式第３号（第７条関係） 

 

借用証書 

 

    年  月  日  

 

上田市長 様 

 

借用者 住所 

 氏名       ㊞ 

 

連帯保証人 住所 

 氏名       ㊞ 

 

連帯保証人 住所 

 氏名       ㊞ 

 

 

上田市看護師確保修学資金を次のとおり借用しました。 

返還及び関連する手続きについては、貸与契約書、上田市看護師確保修学資金貸与条例 

及び同施行規則に基づき、誠実に行います。 

 

１ 借用金額             円 

 

２ 借用期間      年  月 から      年  月 まで 

 

 

注）連帯保証人の印鑑は、印鑑登録しているものを使用してください。 



様式第４号（第８条関係） 

 

返還猶予申請書 

  年  月  日 

上田市長 様 

 

（申請者氏名） 

 

貸与を受けた上田市看護師確保修学資金について、上田市看護師確保修学資金貸与条例 

第１１条第２号に基づく返還の猶予を受けたいので、以下のとおり申請します。 

 

１ 猶予を受けようとする額             円 

 

２ 猶予を受けようとする期間      年  月  日から 

      年  月  日まで 

 

３ 猶予を受けようとする事由の内容 

猶予を受けようとする事情 具体的内容 

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律に基づ

く育児休業又は介護休業をしているとき 

 

 

妊娠、出産、育児又は介護を理由として指

定医療機関を退職し、指定医療機関に再

就職の意思があるとき 

 

 

上記の理由のほか、指定医療機関を退職

し、指定医療機関に再就職の意思があり、

求職活動を行なっているとき 

 

 

大学院又は専攻科（看護に関する専門知

識を修得するための課程に限る。）に進学

しているとき 

 

 
大学を卒業後に看護師の免許を取得しよ

うとするとき 
 

 
災害、疾病 その他やむを得ない事情があ

るとき 
 



 

添付書類 猶予を受けようとする事由を証する書類 



様式第５号（第９条関係） 

 

返還債務免除申請書 

  年  月  日 

上田市長 様 

 

（申請者氏名） 

 

貸与を受けた上田市看護師確保修学資金について、上田市看護師確保修学資金貸与条例 

第１４条第１項に規定する返還債務の免除を受けたいので、以下のとおり申請します。 

 

１ 貸与を受けた額             円 

 

２ 免除を受けようとする額             円 

 

３ 免除を受けようとする事由の具体的内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 免除を受けようとする事由を証する書類 



様式第６号（第１０条関係） 

 

変更事項等届出書 

  年  月  日 

上田市長 様 

 

（届出者氏名） 

 

上田市看護師確保修学資金貸与条例施行規則第１０条の規定により、以下のとおり届け 

出ます。 

 

１ 届出事項  

 

２ 事項発生年月日     年  月  日 

 

３ 具体的内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 届出事項を証する書類 

 

 

 


